
EBPM関連の附帯決議

• こどもに関するデータや統計の活用に当たっては、国際比較の観点も含め、政府全体として収集すべき

データを精査し、各府省庁が連携してデータを収集・分析する環境を構築するとともに、収集したデータに基

づいて各種施策の評価及び改善策の検討を行い、その内容を必要に応じ国会に報告すること（附帯決議

（衆１０・参１３））
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